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１ 「概ね 200 平方メートル以上」とは，190 ㎡以上とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合は，500 ㎡を超えることができるものとする。 

(1) 申請地に建築基準法第 42 条第２項の規定による道路後退を行う土地が含まれる場合 

(2) 申請地にがけ地等宅地として利用できない土地が含まれる場合 

(3) 申請地に公共事業による買収予定の土地が含まれる場合 

(4) 申請地周辺の土地が宅地化されている等の理由により，500 ㎡を超える土地を残して

も当該土地の利用が困難であると認められる場合 

３ 路地状敷地は，制限の面積に含むものとする。 

 

既存集落既存集落既存集落既存集落のののの大字一覧表大字一覧表大字一覧表大字一覧表（（（（参考参考参考参考））））    

    

大字 よみ 隣接する大字 

青 柳 町 あおやぎちょう 水府町，中河内町，根本，柳河町 

赤 尾 関 町 あかおせきちょう 飯島町，内原町，鯉淵町，筑地町 

赤 塚 あかつか 石川，大塚町，河和田，中丸町，東赤塚，姫子，堀町 

秋 成 町 あきなりちょう 大場町，下入野町 

圷 大 野 あくつおおの 栗崎町，中大野，西大野，東大野 

愛 宕 町 あたごちょう 末広町，ちとせ，袴塚，文京，松本町，渡里町 

木 葉 下 町 あぼっけちょう 全隈町，谷津町 

有 賀 町 ありがちょう 内原町，大足町，黒磯町，杉崎町，筑地町，中原町 

飯 島 町 いいじまちょう 赤尾関町，大塚町，金谷町，河和田町，鯉淵町，筑地町 

飯 富 町 いいとみちょう 
岩根町，上国井町，下国井町，田野町，成沢町，藤井町，堀

町，渡里町 

石 川 いしかわ 赤塚，石川町，新原，東赤塚，堀町，松が丘 

岩 根 町 いわねちょう 飯富町，上国井町，藤井町 

牛 伏 町 うしぶしちょう 大足町，黒磯町，田島町，三野輪町 

内 原 町 うちはらちょう 
赤尾関町，有賀町，内原，鯉淵町，小林町，筑地町，中原町，

三湯町 

大 串 町 ( 東 ) おおくしちょう 大場町，塩崎町，島田町，下大野町，東前，東前町 

大 串 町 ( 西 ) おおくしちょう 大場町，栗崎町，東前，東前町 

大 足 町 おおだらちょう 
有賀町，牛伏町，加倉井町，金谷町，黒磯町，田島町，筑地

町 

大 塚 町 おおつかちょう 
赤塚，飯島町，加倉井町，金谷町，河和田，河和田町，中丸

町，開江町，双葉台 

大 場 町 おおばちょう 
秋成町，大串町，栗崎町，島田町，下入野町，東前，元石川

町，森戸町，百合が丘町，六反田町(南) 

小 原 町 おばらちょう 杉崎町，三湯町 

加 倉 井 町 かくらいちょう 大足町，大塚町，金谷町，田島町，開江町，全隈町，谷津町 

笠 原 町 かさはらちょう 小吹町，千波町，東野町，平須町，見川町，米沢町 

金 谷 町 かなやちょう 飯島町，大足町，大塚町，加倉井町，筑地町 

金 町 かねまち 北見町，五軒町，栄町，根本，八幡町 

上 河 内 町 かみがちちょう 田谷町，中河内町，渡里町 
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上 国 井 町 かみくにいちょう 飯富町，岩根町，下国井町，田谷町 

萱 場 町 かやばちょう 河和田町，鯉淵町，高田町 

川 又 町 かわまたちょう 小泉町，塩崎町，平戸町 

河 和 田 かわわだ 赤塚，大塚町，河和田町，姫子，見川，見和 

河 和 田 町 かわわだちょう 
飯島町，大塚町，萱場町，河和田，鯉淵町，小吹町，見川， 

見川町，見和 

栗 崎 町 くりざきちょう 
圷大野，大串町(西)，大場町，下大野町，東前町，中大野， 

西大野，百合が丘町，六反田町(北) 

黒 磯 町 くろいそちょう 有賀町，牛伏町，大足町，三野輪町 

小 泉 町 こいずみちょう 川又町，塩崎町，下大野町 

鯉 淵 町 こいぶちちょう 
赤尾関町，飯島町，内原町，萱場町，河和田町，小林町， 

五平町，下野町，高田町 

小 林 町 こばやしちょう 内原町，鯉淵町，五平町，三湯町 

小 吹 町 こぶきちょう 笠原町，河和田町，平須町，見川町 

五 平 町 ごへいちょう 鯉淵町，小林町 

酒 門 町 さかどちょう 
けやき台，渋井町，住吉町，浜田，浜田町，元石川町， 

元吉田町，谷田町，百合が丘町，吉沢町，六反田町(南) 

塩 崎 町 しおがさきちょう 大串町(東)，川又町，小泉町，島田町，下大野町，平戸町 

渋 井 町 しぶいちょう 
酒門町，西大野，浜田，浜田町，谷田町，吉沼町，若宮， 

若宮町 

島 田 町 しまだちょう 大串町(東)，大場町，塩崎町，平戸町 

下 入 野 町 しもいりのちょう 秋成町，大場町，森戸町 

下 大 野 町 しもおおのちょう 大串町(東)，栗崎町，小泉町，塩崎町，東前町，中大野 

下 国 井 町 しもくにいちょう 飯富町，上国井町，田谷町，渡里町 

下 野 町 しものちょう 鯉淵町，高田町 

水 府 町 すいふちょう 青柳町，三の丸，城東，根本 

杉 崎 町 すぎさきちょう 有賀町，内原，小原町，中原町，三湯町 

住 吉 町 すみよしちょう 酒門町，元吉田町，吉沢町 

千 波 町 せんばちょう 
笠原町，桜川，白梅，中央，天王町，常磐町，備前町，見川

町，宮町，元吉田町，米沢町 

高 田 町 たかだちょう 萱場町，鯉淵町，下野町 

田 島 町 たじまちょう 牛伏町，大足町，加倉井町，三野輪町，谷津町 

田 野 町 たのちょう 飯富町，成沢町，開江町，堀町，全隈町 

田 谷 町 たやちょう 上河内町，上国井町，下国井町，渡里町 

ち と せ ちとせ 愛宕町，中河内町，根本，八幡町，松本町，渡里町 

筑 地 町 ついじちょう 赤尾関町，有賀町，飯島町，内原町，大足町，金谷町 

東 野 町 とうのちょう 笠原町，平須町，吉沢町，米沢町 

東 前 町 とうまえちょう 大串町，栗崎町，下大野町，東前 

中 大 野 なかおおの 圷大野，栗崎町，下大野町 

中 河 内 町 なかがちちょう 青柳町，上河内町，ちとせ，根本，柳河町，渡里町 

中 原 町 なかはらちょう 有賀町，内原，内原町，杉崎町 

中 丸 町 なかまるちょう 赤塚，大塚町，双葉台，堀町 

成 沢 町 なるさわちょう 飯富町，田野町，藤井町，全隈町 
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西 大 野 にしおおの 
圷大野，栗崎町，渋井町，東大野，谷田町，吉沼町，六反田

町(北) 

根 本 ねもと 
青柳町，金町，北見町，三の丸，水府町，ちとせ，中河内町，

八幡町 

八 幡 町 はちまんちょう 金町，栄町，末広町，ちとせ，根本，松本町 

浜 田 はまだ 
朝日町，瓦谷，紺屋町，酒門町，渋井町，城東，浜田町， 

東桜川，東台，本町，元吉田町，若宮，若宮町 

浜 田 町 はまだちょう 
朝日町，瓦谷，紺屋町，酒門町，渋井町，城東，浜田， 

東桜川，東台，本町，元吉田町，若宮，若宮町 

東 大 野 ひがしおおの 圷大野，西大野，吉沼町 

開 江 町 ひらくえちょう 大塚町，加倉井町，田野町，双葉台，堀町，全隈町 

平 須 町 ひらすちょう 笠原町，小吹町，東野町 

平 戸 町 ひらとちょう 川又町，塩崎町，島田町 

藤 井 町 ふじいちょう 飯富町，岩根町，成沢町，藤が原 

双 葉 台 ふたばだい 大塚町，中丸町，開江町，堀町 

文 京 ぶんきょう 愛宕町，袴塚，渡里町 

堀 町 ほりちょう 
赤塚，飯富町，石川，石川町，新原，田野町，中丸町，袴塚，

開江町，双葉台，渡里町 

全 隈 町 またぐまちょう 木葉下町，加倉井町，田野町，成沢町，開江町，谷津町 

松 本 町 まつもとちょう 愛宕町，末広町，ちとせ，八幡町 

見 川 みがわ 河和田，河和田町，常磐町，見川町，緑町，見和，元山町 

見 川 町 みがわちょう 笠原町，河和田町，小吹町，千波町，常磐町，見川 

三 野 輪 町 みのわちょう 牛伏町，黒磯町，田島町，谷津町 

三 湯 町 みゆちょう 内原，内原町，小原町，小林町，杉崎町 

元 石 川 町 もといしかわちょう 大場町，けやき台，酒門町，森戸町，六反田町(南) 

元 吉 田 町 もとよしだちょう 
朝日町，酒門町，白梅，住吉町，千波町，浜田，浜田町， 

藤柄町，宮内町，元台町，吉沢町，吉田，米沢町 

森 戸 町 もりとちょう 大場町，下入野町，元石川町 

谷 田 町 やだちょう 酒門町，渋井町，西大野，百合が丘町，六反田町(北) 

谷 津 町 やつちょう 木葉下町，加倉井町，田島町，全隈町，三野輪町 

柳 河 町 やなかわちょう 青柳町，中河内町 

吉 沢 町 よしざわちょう 酒門町，住吉町，東野町，元吉田町，米沢町 

吉 沼 町 よしぬまちょう 渋井町，西大野，東大野，若宮，若宮町 

米 沢 町 よねざわちょう 笠原町，千波町，東野町，元吉田町，吉沢町 

六反田町(北 ) ろくたんだちょう 栗崎町，西大野，谷田町，百合が丘町 

若 宮 わかみや 渋井町，城東，浜田，浜田町，吉沼町，若宮町 

若 宮 町 わかみやちょう 渋井町，城東，浜田，浜田町，吉沼町，若宮 

渡 里 町 わたりちょう 
愛宕町，飯富町，上河内町，下国井町，田谷町，ちとせ， 

中河内町，袴塚，文京，堀町 

※１ 浜田及び浜田町については，住居表示実施（昭和 55 年２月１日）により浜田町から浜田が分

離した経緯から，同一の大字の区域として取り扱う。 

※２ 若宮及び若宮町については，住居表示実施（昭和 55 年２月１日）により若宮町から若宮が分

離した経緯から，同一の大字として取り扱う。 

※３ 飛び地の大字については，同一の大字の区域として取り扱わない。 
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